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定例会の代表質問と個⼈質問　※簡略化したものを掲載しております。

Q    本市退職者が外郭団体へ再就職した後
    に役員に就任し、任期を過ぎても退任
しないのは、外郭団体のあり⽅を定めた市の
指針に反する。職員の採⽤を含め、外郭団体
の運営の改善を求めるが、市の⾒解を問う。
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    ⼤阪府教育庁は、義務教育の権限と責任を明
          確にする観点から教職員の⼈事権を市町村に
移譲し、服務監督権と⼀致させることが望ましいと
している。三島地区へ⼈事権の移譲要請があれば受
けるのか。
   給与負担、定数及び学級編成基準の決定権と
         併せての移譲要請であれば、地区内で検討す
る意向を⽰す。

外郭団体の運営の改善を 教職員人事権の移譲について

市民の理解促進に向けた施策を上の川周辺まちづくりについて

中の島スポーツグラウンドの
野球場を整備せよ

市職員の働き方改革について

    ⼤阪府は職員の時間外勤務縮
          減に向け、パソコンを午後６
時 30 分に⼀⻫にシャットダウンする
システムを令和２年度から導⼊予定で
ある。本市も同様の対策を検討してい
るか。
    本市も⼤阪府と同様に、事前
         に延⻑の申請がなければ、⼀
定の時刻でパソコンが利⽤できなくな
るシステムを令和２年度の早期に導⼊
予定であり、時間外勤務の縮減に努め
る。

    豊津駅以北約３００ｍ区間に
          おいて、上の川を暗きょ化し
遊歩道を整備予定である。その遊歩道
と垂⽔上池公園に⼀体感が出るよう、
また、同公園南東側の交差点の安全性
が⼤きく向上するよう整備すべきと考
えるが、現時点での予定を聞きたい。
          令和２年度に実施予定の交通
          量調査の結果を踏まえ、整備
の内容や時期を関係機関と協議し検討
する。

    新型コロナウイルス感染症拡⼤
          の影響により、市の財政運営は
厳しくなり、今後市⺠に負担を強いる
ことも予測される。市⺠の理解を得ら
れるよう特別職の処遇や⽔道料⾦値上
げ時期の⾒直し等、市として何らかの
意思表⽰をしてはどうか。
        基礎⾃治体として可能な限り
            対策を進めるが、現時点では、
具体的な施策について想定できない

    中の島スポーツグラウンドの
          野球場は広すぎ、醍醐味であ
る柵越えのホームランは不可能である。
扇で適当な⾯積に整備してはどうか。
    野球場をフェンス等で仕切る
          場合、競技⽤スペースの確保
や安全性等について検証が必要となる。
今後、試⾏的に防球ネットなどを設置
し、どのような形状がよいか検討する。
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A   指針では役員の任期を原則 65 歳に達し
         た⽇以降における最初の３⽉ 31 ⽇まで
としており、指針を踏まえた運営をするよう働
きかける。

市長A

新型コロナウイルスに関する電話相談窓⼝

Q    透明性の確保のため、市退職者の再就
          職状況を公表すべきでないか。 

不適切な事案は認められず、現時
点で公表予定はない。副市長

特別定額給付⾦コールセンター（総務省）
TEL︓ 0120-260020
受付⽇時︓午前 9 時〜午後 6 時 30 分

緊急事態措置コールセンター ( ⼤阪府 )
TEL︓ 06-4397-3299
FAX︓ 06-4397-3295
受付⽇時︓平⽇の午前 9 時〜午後 6 時

吹⽥市新型コロナウイルス感染症に関するコールセンター
TEL︓ 06-6384-0078
FAX︓ 06-6385-8300
受付⽇時︓平⽇の午前 9 時〜午後 5 時 30 分

新型コロナに感染した疑いがある場合の受診相談センター
TEL︓ 06-7178-1370
FAX︓ 06-6339-2058
受付⽇時︓平⽇の午前 9 時〜午後 5 時 30 分
※上記時間外の夜間・休⽇︓050-3531-5598


